
２０２１年１月 

在ニカラグア日本大使館 

 

ニカラグア定期報告（２０２０年１１月） 

【要旨】 

内政・外交面では、ハリケーン・エタ（ETA）及びイオタ（IOTA）がそれぞれニカラグ

アに上陸し、多大な被害をもたらした。保健省発表によるコロナウイルス感染発生からの

ニカラグアの累計感染者数は、４，６７１名、累計死者数は１６１名である（１２月１日

時点）。一方で、市民監視団体は感染疑い者累計１１，２５１名及び累計死亡者数２，８

０５名（１１月２５日時点）と発表している。経済面では、ニカラグア中央銀行が１２月

１日より為替変動率を年率３％から年率２％に引き下げることを決定した。国会は、２０

２１年国家予算に関する法案を承認した。 

 

【主な出来事】 

１ 内政・外交 

（１） ハリケーン・エタ（ETA）及びイオタ（IOTA）のニカラグア上陸 

 ３日、ニカラグア北東部、北カリブ沿岸自治区ビルウィ市南部にハリケーン（エタ：

ETA）が上陸し、多大な被害が発生した。また、１６日、北カリブ沿岸自治区 Haulover沿

岸に、ハリケーン（イオタ：IOTA）が上陸し、同様に多大な被害が発生した。 

 

（２） 日本によるハリケーン被害に対する援助 

 ７日、日本は、ハリケーン・エタ（ETA）によって被害を受けたカリブ海地域の家庭に

対して、テント、スリーピングパッド、浄水器、ポリタンク、プラスチックシートなどの

支援物資を供与した。 

 

（３） 諸外国及び国際機関によるハリケーン被害に対する援助 

ア 米国による援助 

８日、サリバン米国大使は USAIDが１０万米ドルをニカラグアでより深刻な被害を受け

た人々に対する支援として供与する旨、発表した。１７日、１５０万米ドルの追加支援を

発表した。１８日、USAID は、ニカラグア、ホンジュラス、グアテマラに緊急援助隊を派

遣する旨、発表した。 

 

イ 台湾による援助 

９日、ハイメ・ウー台湾大使は、家庭の食料や資材の購入費として２０万米ドル供与し

た。１６日、被災した家庭への食糧支援として米８００トンを供与した。 
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ウ WFPによる援助 

２日、国連世界食糧計画（WFP）は 80トンの食料（米、食用油）を供与した。また、１

２日、同様に８０トンの食料（米）を供与した。 

 

エ UNICEFによる援助 

３日、国連児童基金（UNICEF）は、衛生キット、ポリタンク、浄水（殺菌）タブレッ

ト、水質検査キット等を供与した。１１日にも同様の供与を行った。 

 

オ BCIE、BID、世界銀行、IMFによる援助 

１０日、中米経済統合銀行（BCIE）、米州開発銀行（BID)、世界銀行は、資材購入費及

び建設に係る人件費として５０万米ドルを供与した。１６日、BCIEは、緊急自然災害対応

として、中米レジリエンス・復興プログラムを承認した。同プログラムは７ヶ国に対して

総額２５億米ドル供与し、ハリケーン被害を受けた家庭への復興や気候変動への対応を目

的とした自然災害対応及び予防プロジェクトに充てられる。２０日、IMFはニカラグアに

対する１．８５億米ドルの緊急財政支援を決定した。２３日、IDBは、ハリケーン被災国

（ニカラグア、ベリーズ、コスタリカ、ホンジュラス、エルサルバドル、グアテマラ、）

への復興支援として１２億米ドルの資金を充てる予定で、さらに、予定していた規定予算

の振替分として５億米ドルを上乗せする予定である旨発表した。 

 

カ スペインの援助 

 ９日、スペインは１５万米ドル相当の物資を供与した。 

 

キ スイスの援助 

 １２日、スイスはニカラグア、グアテマラ、ホンジュラスへの支援を目的に５５万米ド

ルを赤十字に供与した。 

 

ク ドイツの援助 

 １２日、ドイツは、ニカラグア、グアテマラ、ホンジュラス、キューバへの支援を目的

に１１８万米ドルを WFPに供与した。 

 

ケ 韓国の援助 

 １３日、韓国は、ハリケーン被害を受けた中米５か国（ニカラグア、ホンジュラス、グ

アテマラ、エルサルバドル、パナマ）に対して総額７０万米ドルの供与を行う旨、発表し

た。 
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コ 英国の援助 

 １８日、英国は、IFRC（国際赤十字赤新月社連盟）緊急アピールに対して、シェルター

の提供、ヘルスケア、水の浄化作業等を目的とした１００万ポンドの供与を発表した。ま

た、英国は、赤十字社を通じて災害復興キット（防水シート、緊急シェルターキット、ク

ッキングセット、洗浄シート）を供与した。 

 

サ OPSの支援 

 １６日、汎米保健機構（OPS）は、ニカラグアに対して、緊急支援物資（水、食料、ポ

ータルラジオ等）入りリュックサック、石鹸、COVID-19防止キット（医療用ガウン、手

袋、人工呼吸器等）を供与した。 

 

シ EUの支援 

 １３日、EUは、欧州委員会人道援助・市民保護総局よりニカラグア、ホンジュラス、グ

アテマラに対して、国際機関等を通じて合計１５５万ユーロの支援を行うことを決定し

た。 

 

（４） オルテガ大統領夫妻のバイデン次期米国大統領に対する祝辞 

 ７日、オルテガ大統領夫妻は、次期米国大統領のバイデン氏に祝辞を送った。 

 

（５） 終身刑導入のための憲法改正 

 １０日、国会は、ヘイトクライムを対象にした終身刑を導入するため、憲法を一部修正

する１回目の採択を行った。 

 

（６） 米国のアルノルド・アレマン元大統領に対する制裁 

 ９日、米国国務省は、アルノルド・アレマン憲政自由党（PLC）名誉党首（元ニカラグ

ア大統領）及びその家族に対して入国拒否の制裁を課す旨発表した。 

 

（７） 在ロシア・ニカラグア大使のクリミア訪問 

１０日、アルバ・アスセナ・トーレス在ロシア・ニカラグア大使はクリミア自治共和国

を訪問し、セルゲイ・アクショーノフ首相を表敬した。 

 

（８） BCIEの中米地域のための新型コロナワクチン債券 

１１日、中米経済統合銀行（BCIE）は、中米地域の新型コロナワクチン供給を目的とし

た新型コロナワクチン債券をアジア市場で発行する旨、発表した。 
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（９） ロドリゴ・コロネル前駐日ニカラグア大使の駐韓大使への異動 

 １７日、ロドリゴ・コロネル・キンロッフ前駐日ニカラグア大使は駐韓大使へと異動し

た。 

 

（１０） 米国の対ニカラグア国家緊急事態宣言の期間延長 

 トランプ大統領は、２０１８年１１月２７日に大統領令１３８５１号により宣言された

対ニカラグア国家緊急事態宣言を延長する手続きとして、２４日付上下院議長へのレター

を発出した。 

 

（１１） マリア・フローレス議員の議員資格喪失 

 ２６日、国会においてマリア・ハイデ・オスナＰＬＣ党党首の申請によって審議にかけ

られたマリア・フェルナンダ・フローレス議員（アレマン元大統領の妻）の違法行為に基

づく免責特権・議員資格の喪失が、賛成８０、反対３、棄権４で可決された。 

 

（１２） 憲政自由党（ＰＬＣ）の国民連合における資格停止 

 ３０日、国民連合は、野党第一党であるＰＬＣの資格停止を決定した。 

 

（１３） 保健省（ＭＩＮＳＡ）によるコロナウイルス発表概要 

 １２月１日、当国保健省は国内の感染状況について週間レポートを発表した。 

ア １１月２４日から１２月１日までの間に、保健省は５４名の COVID-19陽性及びおそ

らく陽性であると診断されたニカラグア人に対して、責任をもって注意深いフォローアッ

プを行った。また４６名がフォローアップ期間を終了した。 

 

イ パンデミックが始まってから今日までの間、保健省は合計４，６７１名に対し、責任

をもって注意深いフォローアップを行った。 

 

ウ COVID-19感染者及びフォローアップ対象者の大多数は、様々な持病を抱えている。最

も多いのは糖尿病、肥満、高血圧、心疾患、免疫不全、慢性腎不全、脳卒中の既往歴、肺

結核及び慢性肺疾患である。 

 

エ この１週間の間に、COVID-19に起因する１名の死亡が確認された。（累計死者数は１

６１名）また肺血栓感染症、糖尿病、急性心筋梗塞、高血圧及び細菌性肺炎によって、複

数のフォローアップ対象者が死亡した。 

 

オ 本日（１日）までに、４，４５６名のニカラグア人が回復した。 
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（１４） 市民監視団体による COVID-19感染状況レポート概要 

 １１月２７日、市民監視団体（「Observatorio Ciudadano COVID-19 Nicaragua」）

は、１１月１９日～２５日の期間に関する週間レポートを発表した。 

ア １１月１９日～２５日の期間に全国で１０６件の感染及び感染疑いが報告され、累計

１１，２５１名（うちマナグア県４，３４７名）となった。 

 

イ １１月１９日～２５日の期間にコロナウイルスの感染で亡くなった疑いで死亡した人

は９名報告され、累計死亡者数は２，８０５名となった。 

 

ウ １１月２５日までに８２２名の医療従事者の COVID-19感染疑いが報告され、また１

０９名の死亡が報告された。 

 

２ 経済 

（１） コーヒー収穫期の労働者移動に係るコスタリカとの協約 

 ６日、ニカラガグアとコスタリカの関係当局は、コーヒー収穫期の労働者移動に係る協

約に署名した。 

 

（２）為替変動率の変更 

ニカラグア中央銀行は、為替変動率を年率３％から年率２％に引き下げることを決定し

た。当該措置は１２月１日より実施される。今次措置は、２０１９年１０月に取られた年

率５％から年率３％への引き下げに続くものである。 

 

（３）２０２１年度国家予算法案承認 

 ２５日、国会は、２０２１年度国家予算法案を承認した。歳入は約２３．２１億米ド

ル、歳出は約２３．４６億米ドルである。 

＜主要経済指標＞ 

  2018年 2019年 
2020 年 

9月 10月 11月 

ｲﾝﾌﾚ率 （対前年同月） 3.9% 6.1% 未発表 未発表 未発表 

貿易収支（百万ドル） ▲2,312.4 ▲1,655.6 ▲150.9 未発表 未発表 

輸出 FOB（百万ドル） 2,516.9 2,696.8 211.0 234.5 未発表 

輸入 FOB（百万ドル） 4,829.4 4,352.4 362.0 384.1 未発表 

海外送金受取額 （百万ドル） 1,501.2 1,682．4 156.7 165.5 152.3 

外貨準備高（百万ドル/期末） 2,261.1 2,397.4 2,907.6 2,926.2 2933.3 

（出典：ニカラグア中央銀行） 

（了） 


